
令和５年１２月１２日

関東運輸局千葉運輸支局

「成田国際空港における白タク行為に係る対策会議」の開催及び

同空港において「白タク行為防止の啓発活動」を実施します。

関東運輸局千葉運輸支局は、成田国際空港における無許可での旅客の運送行為（いわ

ゆる「白タク行為」）について、関係機関との間で情報共有及び今後の対策を検討する

ことを目的として、標記対策会議を開催することとしました。

また、会議実施と同日に千葉県成田国際空港警察署と合同で、成田国際空港内に駐停

車等している自家用自動車の運転者に対して白タク行為防止の啓発活動を実施します

のでお知らせいたします。

記

１．実 施 日 時：

①【成田国際空港における白タク行為に係る対策会議】

令和５年１２月１９日（火） １０：００～１１：３０

②【白タク行為防止の啓発活動】

令和５年１２月１９日（火） １４：００～１５：３０（終了時間は予定）

２．実 施 場 所：

①【成田国際空港における白タク行為に係る対策会議】

千葉県成田国際空港警察署 会議室

②【白タク行為防止の啓発活動】

成田空港第２ターミナル 一般車乗降用レーン及び第２駐車場

３．実 施 方 法：

①【成田国際空港における白タク行為に係る対策会議】

関係機関の担当者間で白タク行為に係る情報の共有を行い、今後の対策を検討し

ます。

②【白タク行為防止の啓発活動】

成田国際空港内の上記２．の場所において、自家用自動車の運転者に対し、声かけ

及び注意喚起用チラシを配布し白タク行為防止の啓発活動を行います。



４．会 議 参 加 者 及 び 啓 発 活 動 実 施 機 関：

①【成田国際空港における白タク行為に係る対策会議】

千葉県警察本部、千葉県成田国際空港警察署、東京出入国在留管理局成田空港支

局、成田国際空港株式会社、一般社団法人千葉県タクシー協会、関東運輸局、千

葉運輸支局

②【白タク行為防止の啓発活動】

千葉県成田国際空港警察署、関東運輸局、千葉運輸支局

５．取 材に つ いて：

取材については以下のとおり制限を設けさせて頂きますので必ずご確認下さい。

・会議は傍聴不可で、冒頭のみ撮影が可能です。

会議の撮影を行われる方は当日９時４０分までに成田国際空港警察署の受付

までお越し下さい。

・啓発活動実施中は撮影は可能ですが、インタビューの対応は出来かねます。

啓発活動の取材をされる方は当日１３時３０分までに成田国際空港警察署の

受付までお越し下さい

（受付及び説明終了後、警察署から第２ターミナルへの移動は各自でお願い

いたします）。

・囲み取材及びインタビューについては啓発活動の終了後に対応します

（対応は千葉運輸支局のみ行います）。

取材を希望される場合は、別紙に必要事項を記入の上、１２月１８日（月）１６時

までにＦＡＸにて下記までお申し込みください。

取材受付を行い次第、当支局より当日の注意事項を記載した用紙を返送いたしま

す。

【問い合わせ先】

関東運輸局千葉運輸支局 監査担当 丸田、本宮

ＴＥＬ：０４３－２４２－７３３６（音声案内「２」）

ＦＡＸ：０４３－２４４－０７６０

（配布先）

千葉県政記者クラブ、

千葉社会部記者会、民間放送記者クラブ

関東運輸局記者会（ハイタク等専門紙）、国土交通記者会



別 紙

千葉運輸支局 監査担当 あて

（ＦＡＸ：０４３－２４４－０７６０）

Ｆ Ａ Ｘ 送 信 票

「成田国際空港における白タク行為に係る対策会議」の頭撮り、「白タク行為防止の啓

発活動」の取材、啓発活動終了後の囲み取材及びインタビューを希望される方は、この

様式により、上記連絡先までＦＡＸでお申し込みください。

申込締切は、１２月１８日（月）１６：００までとさせていただきます。

●撮影ないし取材を希望する内容（下記のうち該当するものを丸で囲んで下さい）

会議の頭撮り ・ 啓発活動の撮影 ・ 囲み取材及びインタビュー

●会社名 ●部署名

●役職・氏名（頭撮り・取材を希望される方全員の記載をお願いします）

①

②

③

●予定している撮影の内容（下記のうち該当するものを丸で囲んで下さい）

静止画像 ・ 動画 ・ 撮影なし

●連絡先

電話番号：

ＦＡＸ ：

●その他


